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（注意） 

１．問題冊子（表紙を含む）は３枚です。 

２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 

３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 

４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入しても

構いません。 

５．解答にあたっては、どの問題から解答しても構いません。ただし、どの問題

についての解答であるのかを答案中に明示してください。 

  



令和５年度（2023年度）金沢大学法科大学院入学試験問題 

 

試験科目 憲     法 

 

以下の問題について解答しなさい。 

 

問題１（２０点） 

次の事例を読み、［問い］に答えなさい。 

 

 A は、令和４年５月２１日午前１１時３５分頃、道路標識により最高速度が時

速５０キロメートルに指定され、（白バイ等に搭載されている）車載式速度測定

機器による最高速度遵守義務違反の取締りが行われていた B 県 C 市内の道路

（以下「本件道路」という。）において、指定最高速度を３９キロメートル超過

する時速８９キロメートルで自動車を運転し（以下「本件違反行為」という。）、

もって道路交通法２２条１項（以下「法」という。）に違反したとして、警察に

よる取締りを受けた。 

 B 県公安委員会は、本件違反行為を行ったことにより、６０日間の運転免許の

効力停止処分（以下「本件停止処分」という。）に該当することになった旨の通

知を A に対して行った。そのため、A は、B 県公安委員会に対し、上記処分に

先立って意見聴取手続を行うよう求めた。 

 しかしながら、B 県公安委員会は、運転免許に関する効力停止処分について

は、行政手続法第３章の規定の適用が除外され（法１１３条の２）、さらに、９

０日間未満の運転免許効力停止処分については、公安委員会が特に定めない限

り、事前の意見聴取手続が必要とされていないことから（法１０４条１項）、A

に対し、本件停止処分について事前の意見聴取手続を行わなかった。そこで、A

は、本件停止処分の取消しを求めて提訴した。 

 

《参考法令》 

道路交通法 

第２２条①  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路に

おいてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこ

える速度で進行してはならない。 

第９０条⑤  公安委員会は、免許を与えた後において、……政令で定める基準に

従い、その者の免許を取り消し、又は６月を超えない範囲内で期間を定めて免

許の効力を停止することができる。 



第１０４条①  公安委員会は、……免許を取り消し、若しくは免許の効力を９０

日……以上停止しようとするとき、……免許を取り消そうとするとき……は、

公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員

会は、意見の聴取の期日の１週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分を

しようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴

取の期日及び場所を公示しなければならない。 

第１１３条の２ ……免許の取消し及び効力の停止……については、行政手続

法第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

 

［問い］ 

上記取消訴訟において主張しうる憲法上の問題点について、関連する判例に

言及しつつ、論じなさい。 

 

 

問題２（５点） 

知る権利について、説明しなさい。 

 


